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(57)【要約】
【課題】  本発明は、特に、血圧測定装置として利用で
きるのみならず、比較的人目に付き易いこのような血圧
測定装置の表示部に電気通信回線を通じて様々な情報を
表示できるようにすることにより、利用価値の高い情報
表示手段付き血圧測定装置及びこれを用いた情報提供課
金システムを提供することを目的とする。
【解決手段】  本発明による情報表示手段付き血圧測定
装置は、血圧の測定部位に血圧測定用カフを巻きつけ、
測定結果を表示手段に表示する血圧測定手段と、電気通
信回線を通じて取得した情報内容を前記血圧測定手段の
血圧測定時以外に前記血圧測定手段の表示手段に表示す
る情報表示手段とを備える構成である。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  血圧の測定部位に血圧測定用カフを巻き
つけ、測定結果を表示手段に表示する血圧測定手段と、
電気通信回線を通じて取得した情報内容を前記血圧測定
手段の血圧測定時以外に前記血圧測定手段の表示手段に
表示する情報表示手段とを備えることを特徴とする情報
表示手段付き血圧測定装置。
【請求項２】  前記電気通信回線を通じて取得する情報
内容には、前記表示手段への表示内容を時系列的に組ん
だ時間割が含まれており、前記情報表示手段は、前記時
間割に従って前記表示手段に表示する情報内容を変更す
ることを特徴とする請求項１記載の情報表示手段付き血
圧測定装置。
【請求項３】  前記電気通信回線を通じて取得する情報
内容には、前記表示手段への表示内容を時系列的に組ん
だ情報取得用時間割が含まれており、前記情報表示手段
は、前記情報取得用時間割に従って情報管理先に接続
し、前記表示手段に表示する情報内容を取得することを
特徴とする請求項１記載の情報表示手段付き血圧測定装
置。
【請求項４】  前記電気通信回線を通じて行う情報内容
の取得は、電子メール形式で行うことを特徴とする請求
項１ないし３のいずれか記載の情報表示手段付き血圧測
定装置。
【請求項５】  前記電気通信回線を通じて行う情報内容
の取得は、予め設定された時刻または所定時間おきに行
われ、前記表示手段に表示するための情報内容を更新す
ることを特徴とする請求項１ないし３のいずれか記載の
情報表示手段付き血圧測定装置。
【請求項６】  前記血圧測定手段による血圧測定結果に
応じた情報を前記表示手段に表示することを特徴とする
請求項１ないし５のいずれか記載の情報表示手段付き血
圧測定装置。
【請求項７】  前記血圧測定結果に応じた情報は、各種
測定結果に対応するように情報別に予め保管されてお
り、前記情報表示手段は、血圧測定後に前記電気通信回
線を通じて保管先から情報を取得して表示し、所定の表
示時間経過後に元の情報を前記表示手段に表示すること
を特徴とする請求項６記載の情報表示手段付き血圧測定
装置。
【請求項８】  前記情報表示手段が前記電気通信回線を
通じて取得する情報量または通信時間を積算する積算手
段と、前記積算手段の積算結果に基づいて利用料金を演
算する料金演算手段とを備え、請求項１ないし７のいず
れか記載の情報表示手段付き血圧測定装置の利用者に課
金する課金システム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、医療機関等におい
て用いられてい全自動血圧測定装置に関するものであ
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り、特にその表示手段を情報表示端末として利用するも
のである。
【０００２】
【従来の技術】従来から全自動血圧測定装置は病院の待
合室や薬局の店頭等の人目に付き易い所に設置されてい
る。このような全自動血圧測定装置は、人の腕を通し易
く、自動的にカフを巻き付けるように構成されており、
ワンタッチで血圧を測定することができる。また、スマ
ート昇圧により負担の少ない血圧測定が可能となってお
り、さらに、個人データを認識するカードスロットを設
け、現在や過去の測定データを自動的にプリントアウト
することができるように構成されている。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】従来の装置は以上のよ
うに構成されていたため、次のような課題が存在してい
た。すなわち、これらは血圧測定装置としてしか利用す
ることができず、血圧の測定時以外は単なる設置空間の
占拠物にすぎなかった。
【０００４】本発明は、以上のような課題を解決するた
めになされたもので、特に、血圧測定装置として利用で
きるのみならず、比較的人目に付き易いこのような血圧
測定装置の表示部に電気通信回線を通じて様々な情報を
表示できるようにすることにより、利用価値の高い情報
表示手段付き血圧測定装置及びこれを用いた情報提供課
金システムを提供することを目的とする。
【０００５】
【課題を解決するための手段】本発明の情報表示手段付
き血圧測定装置は、血圧の測定部位に血圧測定用カフを
巻きつけ、測定結果を表示手段に表示する血圧測定手段
と、電気通信回線を通じて取得した情報内容を前記血圧
測定手段の血圧測定時以外に前記血圧測定手段の表示手
段に表示する情報表示手段とを備える構成である。
【０００６】また、前記電気通信回線を通じて取得する
情報内容には、前記表示手段への表示内容を時系列的に
組んだ時間割が含まれており、前記情報表示手段は、前
記時間割に従って前記表示手段に表示する情報内容を変
更する構成である。
【０００７】また、前記電気通信回線を通じて取得する
情報内容には、前記表示手段への表示内容を時系列的に
組んだ情報取得用時間割が含まれており、前記情報表示
手段は、前記情報取得用時間割に従って情報管理先に接
続し、前記表示手段に表示する情報内容を取得する構成
である。
【０００８】また、前記電気通信回線を通じて行う情報
内容の取得は、電子メール形式で行う構成である。
【０００９】また、前記電気通信回線を通じて行う情報
内容の取得は、予め設定された時刻または所定時間おき
に行われ、前記表示手段に表示するための情報内容を更
新する構成である。
【００１０】また、前記血圧測定手段による血圧測定結
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果に応じた情報を前記表示手段に表示する構成である。
【００１１】また、前記血圧測定結果に応じた情報は、
各種測定結果に対応するように情報別に予め保管されて
おり、前記情報表示手段は、血圧測定後に前記電気通信
回線を通じて保管先から情報を取得して表示し、所定の
表示時間経過後に元の情報を前記表示手段に表示する構
成である。
【００１２】また、本発明の課金システムは、前記情報
表示手段が前記電気通信回線を通じて取得する情報量ま
たは通信時間を積算する積算手段と、前記積算手段の積
算結果に基づいて利用料金を演算する料金演算手段とを
備え、前記情報表示手段付き血圧測定装置の利用者に課
金する構成である。
【００１３】
【発明の実施の形態】以下、図面と共に本発明による情
報表示手段付き血圧測定装置及びこれを用いた情報提供
課金システムの好適な実施の形態について詳細に説明す
る。
【００１４】図１に示す本発明の情報表示手段付き血圧
測定装置１は、血圧測定手段としての機能と情報表示手
段としての機能を併有するように構成されている。血圧
測定手段としての情報表示手段付き血圧測定装置１は、
血圧測定用の血圧測定用カフ２Ａを有する血圧測定部２
を備え、血圧測定部２に腕を挿入して血圧測定用カフ２
Ａを腕に巻きつけることにより自動的に血圧を測定し、
表示部３に表示する。この表示部３はタッチパネル式の
ＬＣＤで構成されており、測定した血圧のデータを表示
するだけでなく、プリンタ部４からプリントアウトさせ
るための操作が可能に構成されている。
【００１５】一方、情報表示手段としての情報表示手段
付き血圧測定装置１は、例えばインターネットのような
電気通信回線（図示せず）を介して取得した情報を表示
部３に表示できるように構成されており、図２に示すよ
うに、ＣＰＵ１Ａ、ＲＡＭ等で構成される記憶部１Ｂ、
インターネット等の電気通信回線に接続するためのモデ
ム等で構成される通信部１Ｃ及び時間管理を行うための
時間管理部１Ｄを備える。
【００１６】前記時間管理部１Ｄは、インターネットの
接続時間または取得情報量を管理できるように構成され
ており、本発明の情報表示手段付き血圧測定装置１に接
続された課金装置５（図１参照）では、前記時間管理部
１Ｄから送信される接続時間や取得情報量に基づき利用
料金を積算する。なお、本発明の情報表示手段付き血圧
測定装置１は、前記通信部１Ｃを介して外部サーバ６に
接続されている。
【００１７】このような構成により、本発明の情報表示
手段付き血圧測定装置１は、血圧測定時には血圧の測定
結果を表示部３に表示し、必要に応じてその測定結果を
外部サーバ６に転送できる。また、血圧測定時以外にお
いては、外部サーバ６から取得した情報を表示部３に表

4
示できる。
【００１８】次に図３を用いて本発明ののの情報表示手
段付き血圧測定装置の動作処理内容について説明する。
本発明の情報表示手段付き血圧測定装置１の電源を投入
すると、通信部１Ｃと接続された電気通信回線を介して
外部サーバ６に接続し、表示部３に表示すべき情報が保
管されている情報管理先と、各情報管理先に接続する時
間割等を定めた情報取得用時間割である情報取得用プロ
グラムを取得し、記憶部１Ｂ（図３には図示せず）に記
憶する（ステップ１）。記憶部１Ｂに記憶された情報取
得プログラムに基づき、時間管理部１Ｄによる時間管理
のもとに自動的に表示すべき情報が保管されている第１
情報保管先に接続し（ステップ２）、この第１情報保管
先から取得した表示情報を表示部３上に表示する（ステ
ップ３）。
【００１９】さらに、ステップ１で取得した情報取得用
プログラムに書き込まれている時間割に基づいて第２情
報保管先に接続し（ステップ４）、この第２情報保管先
から取得した表示情報を表示部３上に表示する（ステッ
プ５）。以下、第３情報保管先についても同様に接続
（ステップ６）、表示（ステップ７）を行う。
【００２０】なお、ここではステップ１で情報取得用プ
ログラムを取得する場合について説明したが、ステップ
１で取得する情報自体に上述のステップ２、ステップ
４、ステップ６で各情報管理先から取得する情報を含ま
せるように構成しても良い。このような場合は、一度に
取り込む情報量が多くなるが、表示する情報毎に各情報
管理先に接続する必要がなくなる。
【００２１】また、表示部３に外部サーバ６から取得し
た情報を表示している際に、表示部３のタッチパネルが
操作されて血圧を測定するようになった時は、ＣＰＵ１
Ａから血圧測定開始を指示する血圧測定割込信号が発信
され、表示部３が血圧測定画面に変わる。血圧測定部２
により血圧測定が行われた後は表示部３に測定結果が表
示される。血圧測定後に所定時間が経過した後には、血
圧測定画面を終了し、血圧測定前に表示していた表示内
容を表示部３に表示する。
【００２２】また、測定された血圧の状態に応じた適切
な情報を外部サーバ６にストックしておき、測定結果に
応じた適切な情報を取得すると共に、測定結果の種類に
応じて接続すべきリンク等の接続先を設定しておけば、
血圧測定後に設定された接続先に一旦接続してその測定
結果に応じた適切な情報を表示し、所定時間経過後に元
の情報表示部に復帰するように構成しても良い。
【００２３】なお、前記外部サーバ６から取得して表示
部３に表示する表示内容としては、上述したものの他
に、例えば、製薬会社やその他の企業が提供する広告や
キャンペーン情報、地域の医師会や行政等が提供する健
康管理情報あるいはお知らせ、血圧値に関わる生活アド
バイスや治療アドバイス等を含ませても良い。
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【００２４】また、以上の説明では、本発明の情報表示
手段付き血圧測定装置１がインターネットを通じて情報
（プログラム）を取得する場合について説明したが、こ
のような情報の取得をメール形式で行うように構成して
も良い。具体的には、本発明の情報表示手段付き血圧測
定装置１に電子メールアドレスを設定し、外部サーバ６
から情報（プログラム）を電子メールで受信し（上述の
ステップ１に相当）、受信したメール内容に基づいて上
述したステップ２以下に相当する処理を行うように構成
すればよい。
【００２５】また、以上の説明では、情報を取得する時
間等については特に触れなかったが、予め設定された時
間、又は設定された所定の時間毎に外部サーバ６から提
供される情報を取得し、表示部３上に表示する情報を更
新するように構成しても良い。
【００２６】また、以上では外部サーバ６から情報を取
得する場合について説明したが、情報を保持するサーバ
から直接的に情報を取得する場合に限らず、プロバイダ
等を介して情報を取得するように構成しても良い。
【００２７】
【発明の効果】本発明の情報表示手段付き血圧測定装置
は、血圧の測定部位に血圧測定用カフを巻きつけ、測定
結果を表示手段に表示する血圧測定手段と、電気通信回
線を通じて取得した情報内容を前記血圧測定手段の血圧
測定時以外に前記血圧測定手段の表示手段に表示する情
報表示手段とを備えるので、血圧を測定するだけでな
く、測定した血圧に関連する情報やその他の様々な情報
を提供できると共に、病院の待合室や薬局の店頭等の人
目に付き易い空間を有効的に利用することができる。
【００２８】また、前記電気通信回線を通じて取得する
情報内容には、前記表示手段への表示内容を時系列的に
組んだ時間割が含まれており、前記情報表示手段は、前
記時間割に従って前記表示手段に表示する情報内容を変
更するので、有用な情報を効率的に提供できる情報表示
手段付き血圧測定装置を提供することができる。
【００２９】また、前記電気通信回線を通じて取得する
情報内容には、前記表示手段への表示内容を時系列的に
組んだ情報取得用時間割が含まれており、前記情報表示
手段は、前記情報取得用時間割に従って情報管理先に接
続し、前記表示手段に表示する情報内容を取得するの
で、多くの有用な情報を効率的に提供できる情報表示手
段付き血圧測定装置を提供することができる。
【００３０】また、前記電気通信回線を通じて行う情報
内容の取得は、電子メール形式で行うので、より簡単な
構成で利用価値の高い情報表示手段付き血圧測定装置を
提供することができる。 *
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*【００３１】また、前記電気通信回線を通じて行う情報
内容の取得は、予め設定された時刻または所定時間おき
に行われ、前記表示手段に表示するための情報内容を更
新するので、提供できる情報を随時入れ替えて利用価値
の高い情報表示手段付き血圧測定装置を提供することが
できる。
【００３２】また、前記血圧測定手段による血圧測定結
果に応じた情報を前記表示手段に表示するので、血圧測
定装置としての機能の充実化を図った利用価値の高い情
報表示手段付き血圧測定装置を提供することができる。
【００３３】また、前記血圧測定結果に応じた情報は、
各種測定結果に対応するように情報別に予め保管されて
おり、前記情報表示手段は、血圧測定後に前記電気通信
回線を通じて保管先から情報を取得して表示し、所定の
表示時間経過後に元の情報を前記表示手段に表示するの
で、多種多様な血圧の測定結果に対応した様々な情報を
提供できる利用価値の高い情報表示手段付き血圧測定装
置を提供することができる。
【００３４】また、本発明の課金システムは、前記情報
表示手段が前記電気通信回線を通じて取得する情報量ま
たは通信時間を積算する積算手段と、前記積算手段の積
算結果に基づいて利用料金を演算する料金演算手段とを
備え、前記情報表示手段付き血圧測定装置の利用者に課
金するので、測定した血圧に関連する情報やその他の様
々な情報を提供できると共に、病院の待合室や薬局の店
頭等の人目に付き易い空間を有効的に利用することがで
き、さらに、料金の徴収も簡単に行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明による情報表示手段付き血圧測定装置を
概略的に示す斜視図である。
【図２】本発明による情報表示手段付き血圧測定装置の
ブロック構成を概略的に示す機能ブロック図である。
【図３】本発明による情報表示手段付き血圧測定装置の
動作処理内容を例示的に示す図である。
【符号の説明】
１  血圧測定装置
１Ａ  ＣＰＵ
１Ｂ  記憶部
１Ｃ  通信部
１Ｄ  時間管理部
２  血圧測定部
２Ａ  血圧測定用カフ
３  表示部
４  プリンタ部
５  課金装置
６  外部サーバ
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